










　地震被災後の備えとして、地震保険があります。地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
　地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となります。火災保険への加入が必要となりますの
で注意してください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加
入できます。
　地盤の液状化による建物損害については、被害の状況（傾斜、沈下）により、「一部損」「半損」「全損」
といった認定がなされます（例えば、「沈下」が30cmを超える場合は「全損」になります）。

詳しくは県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/ekijyouka-jishinhoken.html


	本文.p0036.pdf
	本文.p0037.pdf
	本文.p0038.pdf
	本文.p0039.pdf
	本文.p0040.pdf
	本文.p0041.pdf

